
事業承継税制で税負担を軽減できる
「特例承継計画」の提出期限が延長されました！

～認定支援機関で対応できます～

・各種補助金申請
・経営改善計画書の作成
・創業支援
・優遇金利での資金調達 など
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無断転載禁止 2025/12/29

〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵2-7-14

税理士法人プロネットNext
（認定経営革新等支援機関） TEL：092-474-7838


